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ご寄附ありがとうございます！ご寄附ありがとうございます！

　企業版ふるさと納税は、企業の皆さまが寄附を通して、
町が行う地方創生プロジェクトを応
援いただいた場合に、税制上の優遇
措置が受けられる仕組みです。

●株式会社サウスエージェンシー
　 （東京都新宿区西新宿3丁目３番13号 西新宿水間ビル6階）

奥平　海翔 様より

金 10万円のご寄附がありました

代表取締役
おくひら　　 か い  と

粗大ごみの回収受付は
シルバー人材センターへ

お問い合わせ先

八重瀬町シルバー人材センター
☎098‐998‐4677

受付時間／9時～17時（12時～13時を除く）

回収日は火曜日・金曜日です。

事前に電話予約が必要です。

企業版ふるさと
納税について

募金額：71,926円
（内訳）役場１階ホール募金箱分：15,103円
　　　　役  場  職  員  募  金  分：56,823円

　先般実施しましたハワイ州マウイ島大規模
火災被災者支援募金活動にご協力を賜りあり
がとうございました。
　役場本庁舎１階の町民交流ホールに募金
箱を設置し、来庁者の皆さまからお受けした同
支援金（募金）につきましては、八重瀬町役場
職員からお受けした支援金（募金）と合わせて
71,926円が集まり、沖縄ハワイ協会の指定口
座に令和5年11月30日に振り込みの上、送金
しましたので報告いたします。

八重瀬町長　新垣 安弘

お問い合わせ｜生涯学習文化課｜☎998-8383

八重瀬町 定例行政相談
①毎月第２火曜日：町社会福祉会館 ２階
②毎月第４火曜日：町役場 ２階
　受付時間 ［14時～16時］

問 総務課 ☎998-2200

国民健康保険税 納税相談の夜間窓口

問 健康保険課☎998-2210

毎週水曜日
［17時15分～20時］

※祝日の相談はお休みです。
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令和６年度より
65歳以上の介護保険料の
一本化が予定されています

　沖縄県介護保険広域連合では、介護を必
要とする方が今後も安心してサービスを利
用できるよう現行の65歳以上の介護保険料
について見直しを行い、令和６年度より保険
料の一本化が開始される予定です。
　詳細については、12月頃に各世帯へ配布
いたしました「広報誌 沖縄県介護保険広域
連合（第24号、令和５年10月発行）」に掲載
されております。本誌は現在、役場社会福祉
課カウンターにて設置しております。
　町民の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

広域連合広報誌
（PDF版）は右の
２次元コードから
ご覧いただけます。

マウイ島大規模火災被災者支援に係る
募金活動の結果・支援金(募金)の

送金について
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令和6年4月から相続登記の

申請が義務化されます

▼詳細はこちらから

～不動産に関するルールが大きく変わります～

①相続登記について ②帰属制度について

いさだくてし択選を』１『→』３『、でのすまれ流がスンダイガ声音※

那覇地方法務局
☎098-854-7950（代表） 

問合せ先等

※令和6年4月より前に相続した不動産も、未登記であれ
ば義務化の対象となります。正当な理由なく義務に違反
した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

企業HP

お知らせお知らせ
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